
 令和７年９月
岩手警察署 

速 度 取 締 り 指 針

速度取締りのほか、赤色灯を点灯した警戒活動とともに、信号無視・指定場所一時不停止・
携帯電話使用や、横断歩行者妨害等の違反の取締りを強化して、交通事故抑止を図ります。

また、自転車による事故防止のため、自転車に対する取締りも強化します。

岩手警察署の主たる速度取締り重点

～令和７年８月現在～

《過去５年間の９月から２月における管内の人身交通事故の分析結果》
▼ 管内の人身交通事故の約半数が､国道４号、国道２８１号、国道２８２号の

３路線で発生しています。
なお、死亡事故は国道４号、国道２８２号で発生しており、同路線における

正面衝突や追突事故の発生が懸念されることから重点路線に指定し、速度
抑制及び被害軽減を図っていくこととします。

重点以外の場所、時間帯であっても、取締りを実施することがあります。

通学路や生活道路においては、可搬式速度違反自動取締装置を活用し、取締りを強化します。

50km/h
又は法定

規制速度区域

国道４号

国道２８１号

９：００～１７：００ 岩手町川口～御堂

八幡平市平舘～兄畑

重点路線 重点時間帯

岩手町大坊～葛巻町繋

９：００～２０：００

９：００～１６：００

国道２８２号

その他の交通指導取締り要点
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〔 月 別 〕

岩手警察署管内における交通事故発生件数 （過去５年 ９月から２月）
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〔事故態様別〕
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〔負傷程度別〕

3 

6 6 

1 1 
2 2 2 2 

6 

3 

5 

2 

0

2

4

6

8

0～ 6～ 9～ 12～ 16～ 20～

〔発生時間帯別〕


